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会  議  録 

会 議 名 第３４期小金井市公民館運営審議会第１１回審議会 

事 務 局 公民館 

開 催 日 時 平成３０年１０月１８日（木）午前１０時から１１時００分 

開 催 場 所 市役所第二庁舎８階 ８０１会議室 

出 席 委 員 國分委員長 渡邉副委員長 菅沼委員 雨宮委員 平野委員 
吉冨委員 酒井委員 杉山委員 畠山委員  

欠 席 委 員 髙橋委員 

事 務 局 員 西村公民館長 中川庶務係長 大久保事業係長 松本貫井南分館長 小磯緑分館長 

貫井北・東分館

事業運営受託者 ＮＰＯ法人市民の図書館・公民館こがねい 村山分館長 鈴木分館長 

傍 聴 の 可 否  可 傍 聴 者 数   ０ 名 

傍聴不可・一部不可

の場合は、その理由 

 

会 議 次 第 

１ 報告事項 
 ⑴ 都公連委員部会運営委員会について 

 ⑵ 公民館事業の報告について 
２ 協議事項 

 ⑴ 小金井市公民館中期計画策定スケジュールについて 

３ 審議事項 

 ⑴ 公民館事業の計画について 

４ 公民館事業運営委託評価について 

５ その他について 

 

配付資料 

 送付資料 

 ⑴ 第１０回公民館運営審議会会議録 

⑵ 公民館事業の報告 

⑶ 都公連委員部会運営委員会について 

⑷ 公民館事業の計画 

⑸ 月刊こうみんかん №４８６ 

⑹ ひがしちょう空間 第３５号 

⑺ 図書館だより 第４８号 

 当日配付資料 

 ⑴中長期計画の詳細スケジュール案 
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⑵事業評価の集計表（平成３０年・平成２９年） 

⑶意見・提案シート 

⑷KITAMATI ユース Vol.４４ 
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会  議  結  果 
國 分 委 員 長  それでは、定刻になりましたので、第１１回公民館運営審議会を始め

させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 科学の祭典ではご協力をいろいろありがとうございました。お忙しい

方もいらしたんですが、何とか無事終わりましたので、この報告等は最

後のほうにしたいと思います。 

西村公民館長  おはようございます。それでは、まず初めに、会議録の承認というこ

とで、前回、第１０回の会議録を皆さんには既にお配りしているところ

ですが、ご承認ということでよろしいでしょうか。 

國 分 委 員 長  会議録の承認で。よろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

西村公民館長  ありがとうございます。それでは、お配りしてあります資料について

は、庶務係長のほうからご説明させていただきます。 

中川庶務係長  庶務係長中川です。お配りした資料を確認させていただきたいと思い

ます。 

 まずに、郵送で事前にお送りした資料から確認をいたします。開催通

知に曜日を誤って記載してしまいまして、大変申しわけございませんで

した。１８日の金曜日と書いてありますけれども、こちらは木曜日の誤

りでございます。 

 それでは、お送りした資料です。まず送付資料（１）が、ただいまご

承認いただきました第１０回審議会会議録、送付資料（２）が公民館事

業の報告、送付資料（３）が公民館事業の計画、それから、番号が振っ

ていないのですけれども、菅沼委員からご提出いただいております都公

連についての報告資料、科学の祭典の資料が一緒にとじてございます。

それから、北センター、東センターの事業の評価報告書、それから、『月

刊こうみんかん』№４８６、『ひがしちょう空間』、そして、今回は図

書館だよりの第４８号をお配りしております。ここまでが事前にお送り

した資料になります。 

 本日机の上に置かせていただいた資料について確認いたします。当日

配付資料といたしまして、中長期計画の詳細スケジュール案、それから、

事業評価の集計表が、平成３０年、平成２９年の２枚あります。最後に

意見・提案シートというものが入っておりまして、それから、小さいオ

レンジ色の『KITAMATI ユース』Vol.４４になっております。 

 資料が足りない方、いらっしゃいますでしょうか。 

 以上になります。 

 

 

１ 報告事項 

 （１）都公連委員部会運営委員会について 

國 分 委 員 長  では、報告事項から。都公連のほうの報告で、菅沼さんにお願いして

よろしいでしょうか。 

菅 沼 委 員  それでは、都公連委員部会運営委員会について説明します。 
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 ９月の公運審が開かれた後、都公連の委員部会は９月１日の研究発表

のときにやってしまいましたので、委員部会は開かれておりません。都

公連の役員会が開かれましたので、その内容の報告をいたします。 

 内容は、第４０回全国公民館、基本的に協議事項、第５５回東京都公

民館研究大会についての企画運営をどうやっていこうかという話が主

体になりました。その結果、来年２月３日日曜日に、東大和市の中央公

民館ホールで、公民館の都公連の研究大会を開くことに決まりました。 

 内容的は、プログラムに書いてございますが、午前中が基調講演「ど

うなる？どうする？社会教育～連携・協働・参加の成果を発信しよう～」

ということで、なぜ近年、社会教育を取り巻く環境というテーマを取り

上げたかという内容について、みんなで文章をつくりました。一番下の

２行目に、「文科省は２０１８年秋に大幅な組織改編を行い、生涯学習

政策局が総合教育政策局となり、社会教育課が青少年教育課と統合さ

れ、地域学習推進課となりました」というのは、具体的にはおととい、

１０月１６日に組織変更が実施されました。その後の項目については、

来年の３月ごろまでの答申を受けてどうするかということがあるんで

すが、今、社会教育に対する環境が非常に大きく変化しているというこ

とを捉えて、この大会はやろうということになりました。 

 プログラムの５、課題別集会が４つあります。このうちの３つ目「公

民館職員としての利用者とのかかわり方」は職員部会が担当します。そ

れから「公民館講座受講後の展開、学びを生かして活動するには」は委

員部会が担当するということで、４つの部会に分かれて、皆さんで研鑽

をしてもらうということになりました。 

 その次のＡ３資料は、大体ほぼこのとおりの内容が今後配られると思

います。後ろに、課題別集会の第１から第４までどんなことをやるかと

いう検討内容、事例発表、それから、誰が担当するかということが書い

てございます。第３課題部会が職員部会で、小金井からは小磯さん、そ

れから、第４課題部会は委員部会で、小金井から私が出ます。一応こん

なことでやりましょうということがやっとまとまりました。 

 あとは、この用紙を１１月に印刷して各市に配ります。１２月１５日

に申し込み締め切りを行ってやりますということで、大体第５５回東京

都公民館研究大会の内容がまとまりましたということ。去年は２２３人

参加がありました。今年もぜひ、皆さんよろしくお願いしますというこ

とを、これからＰＲに回りたいと思います。 

 都公連関係はこれだけです。以上です。 

國 分 委 員 長  ありがとうございました。ご質問ありますか。 

 

 （２）公民館事業の報告について 

國 分 委 員 長  次の公民館事業の報告についてに移ります。 

大久保事業係長  事業係長です。お手元にお配りしております送付資料（２）について

ご説明させていただきます。 

 公民館事業の報告ということで、今回、本館１件、貫井北分館２件、
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合計３件の事業を報告しております。ご意見、ご感想等ございましたら、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

國 分 委 員 長  ご意見、ご感想、その他ありますか。 

 

２ 協議事項 

 （１）小金井市公民館中長期計画策定スケジュールについて 

國 分 委 員 長  特になければ協議事項に移ります。よろしいですか。小金井市公民館

中長期計画策定スケジュールについて、館長よりお願いいたします。 

西村公民館長  公民館長です。それでは、当日配付させていただきました公民館中長

期計画詳細スケジュール案をごらんください。 

 前回、９月の公運審で、中長期計画策定スケジュールにつきましては、

お示しさせていただきました。前回のスケジュールについては、目次と

なる項目について、それぞれ時期、いついつまでにご意見等いただくか

をお示しした形になっておりました。今回の詳細スケジュールにつきま

しては、今後、公運審のほうでどのような内容の検討項目をお示しし、

ご意見をいただくかを記載したものになります。 

 なお、１２回目は三者合同会議になりますので、１３回以降にたたき

台等の資料をお示しし、ご意見を伺いながら進めさせていただきたいと

思っております。 

 また、表の一番下に書かせていただいたんですが、状況によってスケ

ジュールが前後する可能性もあるので、その辺はご了承ください。 

 以上になります。 

國 分 委 員 長  ありがとうございました。これについて、何か。 

菅 沼 委 員  菅沼です。このスケジュールについては、去年の７月２０日に公運審

から諮問に対する答申を出しておりますので、それをベースに、それ

に対して市がどういう考え方でやるかということを示してもらえると

いう理解でいいですね。それを検討するという理解で、まず１点目は

よろしいですかということです。 

西村公民館長  公民館長です。菅沼委員がおっしゃるとおり、答申をいただいており

ますので、そちらの答申の内容と、その後に公民館のあり方ということ

でお示しさせていただいたものと、あとは９月にお配りしたスケジュー

ルの下部のほうにも書いてあったんですが、上位の計画、市の総合計画

と、生涯学習部の生涯学習推進計画等を踏まえた上で、市で考え方をお

示しさせていただきながら進めさせていただきたいと思っております。 

菅 沼 委 員  菅沼です。公民館の将来像については非常に大事だと思うので、その

中で、特に市がどう考えているかというのが大事で、他市の動向とか国

の動向というのは、大体もうわかっているから、むしろ市が、今後社会

教育、公民館をどう考えてやっていこうかという考え方が一番大事だと

思うので、このあたり、２回で済むかどうか、どういう内容がきちっと

出てくるかによって決まると思うんですが、それをぜひ期待しておりま

す。 
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 それから、もう１点は、１４回目に予定されている本館の機能につい

て。これは確かに本館を、きちんとどういう機能で公民館をやっていこ

うかというのを議論するのは非常に大事で、それをベースにした上で、

今、保留になっております本館の本町分館仮移転と、それから、本町分

館について、市としてどう考えて取り扱うのかということもきちんと出

していただきたい。その２点をまず。 

 その後ろのほうはゆっくり、私はそう急がなくてもいいような気もす

る。その２点が非常に大事だと思います。それをやらないと、その後が

進まないと思うんですよね。ぜひお願いいたします。 

西村公民館長  公民館長です。今のご意見、スケジュールで順繰りに、公民館の将来

像の市の現状から始まって、本館についてということで進んでいきます

ので、やっぱりスタートは公民館の将来像になるのかなと思っておりま

す。 

 公運審は公民館長の諮問機関になるのですが、生涯学習部長にも出席

いただくということで予定しております。場合によっては、社会教育、

生涯学習の全体的な話にもなりますので、部長にも出席いただくことが

あるかと思うんですが、その辺はご了承いただきたいと思います。 

 以上です。 

國 分 委 員 長  ありがとうございました。 

西村公民館長  次回、１１月２２日。１３回目の委員会です。 

國 分 委 員 長  要するに、次はたたき台資料として、今、菅沼委員に言っていただい

たことを必ず加味して。 

菅 沼 委 員  先ほど言った点を必ず考慮したものを出して下さい。 

國 分 委 員 長  要するに、市の考え方と……。 

西村公民館長  いろいろ踏まえまして。そうです。最初に、公民館の将来像と市の現

状と。 

國 分 委 員 長  そうですね。それで、市の現状についてという、この項目も、ちょっ

と変えたほうがいいですか。 

菅 沼 委 員  現状じゃないんだよね。 

國 分 委 員 長  ねえ。市がどう考えて……。 

菅 沼 委 員  どう考えるかと。これから社会教育、公民館、図書館も入るんだと思

うけれども、それを今後、市としてどう扱って、どう考えてやっていこ

うかという基本ビジョンです。現状はもうわかっている。それからどう

いうふうにしていくんだと。その辺の考え方を一回示してほしいなと思

うですが。 

國 分 委 員 長  そうですね。そこをしっかり。だから、この項目もちょっと変更して

……。 

菅 沼 委 員  今後のあり方とかね。市としての基本的な考え方とかいうのを一回き

ちんと出してほしいなと思うんですけれども。 

國 分 委 員 長  それで、資料で出していただいて、藤本部長もいらっしゃるというこ

となので。ちょっと期待しておりますので、よろしくお願いいたします。

ほかにありますか。 
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畠 山 委 員  畠山です。今、菅沼委員がおっしゃったように、やっぱりこの未来像、

要するにビジョンですよね。どういうビジョンを持ってやっていくのか

ということが、これは市民にも伝わらなくちゃいけないんだよね。こう

いうビジョンがありますよ、こういうビジョンに基づいてスケジュール

を組みますよということが、もっと単純明快にわかりやすく市民にも伝

わるようなものを示していただければと思っております。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。 

吉 冨 委 員  今のことに関連して。市民にもわかるようにと、今おっしゃったこと

はとても大事だと思っています。何かフローチャートとかポンチ絵と

か、示されたビジョンが一目でわかるような図をたたき台として提示し

ていただけますか。そういうものが発信できるようにご準備いただける

と良いと思うんです。そのためには、部長も含めて関係者の皆さんでブ

レーンストーミングするとか、少し時間をとってもらうことも必要だと

思いますので、ぜひご検討ください。 

西村公民館長  いろんなご意見をいただいて、今までスケジュールだけだったのであ

れですけれども、そういった資料をわかりやすい、今、吉冨先生におっ

しゃっていただいたようなものも含めて検討させていただきたいと思

います。 

國 分 委 員 長  よろしくお願いいたします。あとはよろしいですか。 

 では、一応この中長期詳細スケジュールなので、次回に期待して、よ

ろしくお願いいたします。 

 

３ 審議事項 

 （１）公民館事業の計画について 

國 分 委 員 長  公民館事業の計画について、また大久保さんより。 

大久保事業係長  事業係長です。お手元にお配りしております送付資料（３）をごらん

ください。公民館事業の計画につきましてご説明いたします。 

 今回、本館１件、貫井南分館１件、東分館１件、緑分館１件、合計４

件の事業を提出しております。ご意見、ご質問等ありましたら、よろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。菅沼委員。 

菅 沼 委 員  意見というか、感想的なものですが、何か公民館事業の報告にしろ、

この計画にしろ、ばかに今回少ない。こんなに活動していないのかなと

いう気もするんですが、そういうことを含めて、『月刊こうみんかん』

を、今配られているのでざっと見ていまして、見開きの真ん中に、緑分

館子ども体験講座というのがありまして、これは１２月にいつも大盛況

でやるんですが、特に前回も言いましたけれども、高齢者に対する講座

というのはいろいろできているんですが、小学生、児童、そういう人に、

できるだけ公民館に小さいころからなじませる、なじんでもらうのは非

常に大切なことなので、それで、こういう子ども体験講座、『月刊こう

みんかん』の真ん中に、子ども体験講座「プロマジシャンが教える親子



 8  

で楽しむマジック教室」とか、その次の成人学校、子育て・子育ち支援

「お父さんといっしょに遊ぼう」、それから、右上に、「親子でつくる！

ネイチャークラフト」と、こういう親子で参加できる企画は非常に大事

だと思うんです。そういう意味で、こういう企画を各館でいろいろ取り

上げていただいて非常にありがたいんですが、今後とも、そういうとこ

ろに力を入れて、できるだけ公民館ファミリーを増やしてほしいという

感想です。 

 以上です。 

國 分 委 員 長  ほかにありますか。それでは、一応よろしいですか。事業計画を終わ

ります。 

 

４ 公民館事業運営委託評価について 

國 分 委 員 長  そうすると、もうその他でいいんですよね。 

菅 沼 委 員  次は事業運営の……。 

國 分 委 員 長  ああ、ごめんなさい。一番大事な事業運営委託評価について、よろし

くお願いします。 

大久保事業係長  事業係長です。それでは、お手元にお配りしております小金井市貫井

北センター事業運営委託（公民館）及び小金井市東センター事業運営委

託（公民館）に係る評価報告書をごらんください。右肩、平成３０年１

０月１８日資料と書いておるものでございます。 

 前回の会議のときにも、たたき台ということでご提出させていただい

たものですが、特記事項の部分を今回整えて、最終版として提出させて

いただきたいと思います。 

 あわせて、本日お配りしたＡ４の資料、両面２枚なんですけれども、

前回どのような評価をしたのか、ちょっとわかりづらいということでし

たので、具体的に各委員さんがこういう評価をしたので何ポイントで、

例えばＡプラスだよ、Ａマイナスだよという形でお示ししたものが両面

の資料になります。 

 平成３０年７月１９日の東センター及び平成３０年５月２４日の貫

井北センターの評価のものと、昨年度実施した評価も、今回の方法に倣

って参考資料としてお示ししておりますので、あわせてごらんくださ

い。 

 以上です。 

西村公民館長  公民館長です。すいません。前回示させていただいて、また修正して

ご提示させていただいたんですが、皆さんから、よろしければご承認い

ただいて、この後ホームページ等に例年どおり公開させていただきたい

ので、本日承認いただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

國 分 委 員 長  事業評価のまとめていただいたものに関して。 

菅 沼 委 員  菅沼です。この事業評価は毎年やっているんですが、初めのころはＳ

とかＢとかが入っていても、どういうふうにしようかというのがはっき

りしていなくて、多数決でＡが多ければＡになっていたんですけれど
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も、それが今回、大久保さんが非常に努力されて数値化していただいて

わかりやすくなったなということを、まず感謝いたします。こうすれば、

例えば同じＡでもＳが含まれたＡだとか、Ｂが含まれたＡだとかいうの

が全部点数で出てきますので、わかりやすいということで、一歩評価の

仕方が進んだんじゃないかなと。まず、それは大感謝でございます。 

 あと、去年と今年で比べますと、例えば貫井北は去年が１１４.９、

今年が１１８、それから、東センターが、去年は１１０、今年は１１２.

６ということで、基本的には去年よりも今年のほうが評価がよくなって

いるということは、前進しているのかなと評価していいと。そういう見

方もできるので、非常にこの数値化はありがたいなと思います。それが

１点です。 

 また、ちょっと修正とか、お願いしたい点がありまして、４ページ目

の公民館運営審議会委員特記事項、意見の中の３番目に、他館と比較し

て職員の窓口対応は非常によいと書いていますが、他館もいいので、こ

れは私が書いた文章だと思うので、ほかの人が書いていなければ、他館

と比較してというところを消してほしいんです。どこも職員の対応はい

いという認識にして欲しい。私が書いた文章だと思うので、直していた

だきたい。 

 それから、あと、まとめはいいんですが、公民館運営審議会委員特記

事項１２ページの一番下に、和室の畳の表がえ、障子の張りかえ、これ

はいこいの部屋のことだと思うんですが、それから最後にも、１７ペー

ジの真ん中辺に、東分館の施設面の改修要望がほとんどでしたと書いて

あるんですが、これはこれでいいんだと思うんですが、じゃ、これに対

して市としてどうするんだという方向性を、ここに書く必要はないけれ

ども、出さないと、これだけ意見が出ているのに、ああ、そうですかと

ほったらかすわけにはいかんと思うんですが、それに対してどう考えて

おられるんでしょうかという質問でございます。 

國 分 委 員 長  それは、今何かお答えいただけますか。 

西村公民館長  公民館長です。東の畳の関係です。アンケートの感想等で、菅沼さん

がおっしゃるとおり、結構畳の関係が多くて、東分館は、ほかにもいろ

いろとちょっとした修繕等の要望が多いところですので、東分館だけじ

ゃなくて、今、貫井北センター以外はもう大分経年劣化が進んでいる状

況です。なので、優先順位とか、ほかとのバランスもあるんですけれど

も、順次修繕のほうは要望、要求はしていきたいなと思っているんです

が、その辺は財政担当との相談かなと思いますが、こちらとしては直し

ていきたいなと思っております。 

大久保事業係長  よろしいですか。事業係長です。 

國 分 委 員 長  お願いします。 

大久保事業係長  菅沼委員さんからご指摘いただきました４ページの部分です。公民館

運営審議会委員特記事項の意見ということで、項目３つ目の、他館と比

較しての部分です。異論がなければ、こちらは削除させていただいてよ

ろしいでしょうか。 
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國 分 委 員 長  いいですか、削除で。 

（「はい」の声あり） 

國 分 委 員 長  じゃ、よろしくお願いします。 

大久保事業係長  じゃ、削除させていただきます。 

國 分 委 員 長  その東センターの修繕等については、ちょっとまだ全体のいろんな施

設の修繕とかも絡んでくるので、今すぐどうとは言えないでしょうが、

一応要求して、早急に。 

西村公民館長  公民館長です。そうですね。施設全体のというのは、公民館だけじゃ

なくて、学校とか市全体のほうの関係もあるので、ただ、そうはいって

も、我々担当としては、こういうところを修繕していかなきゃいけない

というのはありますので、それは相談しながらやらせていただきたいな

と思います。 

國 分 委 員 長  畳ぐらいはやってほしいとか。 

菅 沼 委 員  公民館全体として、貫井北以外は古くなってくるので、修繕費がかさ

むのは当然なんですが、その中で、やっぱりどういうものが必要だとい

う要求はきちんと市に出すべきだと思うし、そういう形にしないと、こ

こで終わっちゃったら何にもならないので、これだけ意見が出ているん

だから、何らかの形で要求をするとか、そういう年間の計画の中にきち

んと入れてほしい、忘れずにやってほしいなと思うんですが。 

國 分 委 員 長  じゃ、よろしくお願いします。貫井北と東でそんなに違わないと思う

んですけれども、評価で東にはＳがないとかあるじゃないですか。外観

で損している面があるのかなと思ったりいたしますが。 

 事業運営委託評価の内容についてはよろしいですか。 

吉 冨 委 員  今回、数値化していただいたりと評価を丁寧に進めていただいていま

すので、今回の評価をどう受けとめているか、各公民館がそれに対して

どうしていきたいかということと、あと、今、質問やご説明にもあった

ように、市としてどうしていくかということをきちんと文章にして、次

の評価のときに、またそれが確認できるようにしていただければと思う

んです。 

 今回評価するときにも、ここの公民館はこれまでどういう課題がある

のかとか、前回どうだったのかという具体的な内容がわからないまま評

価に入ったということもあったので、ぜひ文章にして、次回の評価のと

きにそれが確認できるようにしていただければと思うのですが、いかが

ですか。 

西村公民館長  公民館長です。そうですね。吉冨先生がおっしゃるとおり、こういっ

たものを受けてどうするかというのは、文章化したり形にして、こちら

の考え方をというご意見をいただいたところなんですけれども、この評

価というのが、図書館のほうも一緒にやっている関係で、公開するとき

に同じような形で公開するというところがあります。なので、今ご意見

いただいたので、ちょっと図書館協議会のほうと相談させていただきた

いと思います。公民館としては、そういったものを残したほうが次につ

ながると思いますので、図書館との関係もあるので、そこは相談させて
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ください。 

吉 冨 委 員  その図書館と相談された結果は、また次回ということで。 

西村公民館長  はい。 

畠 山 委 員  よろしいですか。この評価に関してですが、最終的には検証すると。

検証した結果、まとめの中にも書いてあるんですけれども、具体的に検

証して、どこに問題点があって、どこをそのまま進めていくのがいいの

かということがもう少し明確にまとめの中に表示されていれば、なるほ

どなと思うんですけれどもね。これも、やはり市民目線から考えた場合

の話ですけれども、我々は運営委員会である程度わかるんですけれども、

市民が見たときに、公民館というのはどういうことなんだと、どう評価

して、どう検証されて、どう改善されていくのかということがわかりや

すく報告書に上がればいいかと思うんですけれども、いかがでしょう。 

西村公民館長  公民館長です。最後のまとめの部分は、２年前に評価をやっていただ

いたときに、もっとボリュームのあるようなまとめをつくっていまし

た。それはすごく細かく、項目ごとに、こういうことに対してはこう考

えていますというふうに入っていたんですが、今回まとめという形で１

ページにさせていただいたのは、皆さんからのご意見を中心に挙げさせ

ていただいて、畠山さんがおっしゃる検証みたいな意味合いというより

は、皆さんが評価したのを、数字は数字でまたわかりやすいんですけれ

ども、ご意見等の部分も大切だなというご意見が公運審でありましたの

で、皆さんのご意見を中心にまとめた形ですので、意味合い的にそうい

う形でまとめさせていただいたので、今回はこれでいかせていただけれ

ばと思います。 

 また次回以降、その辺も含めてご相談させていただきたいと思いま

す。 

畠 山 委 員  この中では、利用者のアンケートをかなり尊重されて作成しましたと

いうことなんだね。 

西村公民館長  そうですね。 

國 分 委 員 長  今、幾つか出ていますが、評価が出て、問題点とかが明らかになって、

それをどうするかという検証とかがあってという部分までは、このまと

めには入れないという。 

西村公民館長  公民館長です。そうですね。何といいますか、検証となると、ちょっ

とこの場では違うのかなというのを感じていまして、あくまで評価した

ものの、皆さんからご意見いただいたものをまとめさせていただいてと

いう形でやらせていただきたいなと。 

國 分 委 員 長  今回は、この評価の、こういう形で一旦皆さん承認していただいて、

今出た意見、問題点とか、図書館と合わせるとか、いろいろということ

は、これとは別にやるということで承認してもらえばいいんでしょう

か。 

西村公民館長  こちらを承認していただければ、ホームページで皆さんに公開する形

になりまして、さっきの検証とかの話は、また公運審の中で相談させて

いただいて、次回、吉冨先生のご提案もありましたので、こちらでいた
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だいたご意見を検討させていただければと思っています。 

國 分 委 員 長  じゃ、今日は、報告書はこの内容で承認するということでよろしいで

すか。いいですか。じゃ、それでホームページに公開していただく。 

菅 沼 委 員  もう１つ。この報告書の内容についてじゃないんですが、この中を見

て、参考的にわかることをちょっと。例えば１３ページに東分館のアン

ケートがありますね。あなたの年齢、アンケートを書いた年齢を見ると、

６０歳以上がほとんどなんですよね。あと、５ページに貫井北分館のア

ンケートがあるんですが、こっちは少しは若者がいるんだけれども、や

っぱり６０歳以上の人が非常に多いという、公民館ってこれでいいのか

なというのを、この図を見るとちょっと気になるなというのが１つ。 

 それからもう１つ、アンケートの数をもっと増やそうという努力を来

年はすべきじゃないかなと。期間が短いのか、それとも一生懸命みんな

に書いてくれという努力が足らないのか知らないけれども、やっぱり年

間３万、４万という人が来ているから、回収数が４６人とか７１人とい

うのはあまりにも少なすぎると。もっとアンケートを出させるような努

力を来年はしてもらいたいなというのが参考意見です。 

國 分 委 員 長  一旦、じゃ、この報告書については、承認ということでいいですか。 

（「はい」の声あり） 

西村公民館長  ありがとうございます。 

國 分 委 員 長  よろしくお願いいたします。それで、今、またこれで幾つかご指摘さ

れたのは、また次回続けてということで、よろしくお願いします。 

 じゃ、一旦これはいいですか、承認で。 

酒 井 委 員  その前に、ちょっといいですか。 

國 分 委 員 長  はい、酒井さん。 

酒 井 委 員  酒井ですけれども、済みません。質問なんですが、貫井北と東の評価

表が出たということで、委託ということなので、評価表が出るのはわか

るんですけれども、ほかの直営の状況も、私たちは把握したいと思うん

です。ですから、例えばこういうアンケートはほかのところでも実施さ

れているのかどうかというのをお聞きしたいのと、実施していないので

あれば、そういうこともして、公民館全体のことも把握したいかなと。

今までやっていらっしゃればあれなんですが、私は初めてなので、質問

なんですけれども。 

國 分 委 員 長  委託以外の公民館についての評価とかアンケートの状況……。 

西村公民館長  公民館長です。事業運営委託評価ということで、この形では東と貫井

北だけになるのかなというところで、アンケートは、今のところ、ほか

の館ではないようなんです。ちょっとどんな形でアンケートをというの

があるんですけれども、評価については、ほかの直営館の評価というこ

とではないんですが、教育委員会のほうで点検評価というのを毎年やっ

ています。そちらのほうで評価もいただいていますし、また、生涯学習

推進計画の関係でも評価等やっていまして、あとは子供の関係で、のび

ゆくこどもプランとか、そちらのほうでも評価をやっておりますので、

公民館全体としては教育点検評価のほうでやっているということで、特
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に今のところ全館評価というのは、こちらのほうでは考えていないで

す。 

 せっかくだから把握したいという話なので、そうですね。評価のほう

は、ちょっとどういう形でできるかとか、その辺も含めて。 

酒 井 委 員  酒井です。今、ほかの場所で、３か所でやられているということなの

で、その資料を見せていただくという形でも十分だと思います。 

西村公民館長  わかりました。 

酒 井 委 員  これから新たにアンケートをするのはいろいろ大変かもしれないの

で。でも、行く行くは全体を把握するためのそういうものも必要なので

はないかなと。委託だからこの２館だけを見るというのもそうですけれ

ども、ここの役割は全体を見なきゃいけないと思うので、そういう必要

があるのではないかなと感じましたので。 

西村公民館長  公民館長です。そうですね。今、酒井委員におっしゃっていただいた

ので、教育点検評価とかは、もうでき上がっていますので、資料として

次回お配りさせていただきたいと思います。その上で、ちゃんと全体的

なことを考えていただければと思います。 

 以上です。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。直営のもので、やっぱり委託のほうから学ぶ

ところも多いと思うので、取り入れていただけたら。内部的には、今、

繰り返しになりますが、いろいろなところ、教育委員会とか生涯学習部

とかで、直営のほうについては評価がされているということですよね。 

西村公民館長  はい。 

國 分 委 員 長  じゃ、次回、ちょっと今の意見とかを取り入れて、資料をお願いいた

します。 

 

５ その他について 

國 分 委 員 長  一旦、４番まで終わりまして、その他についてに入りたいと思います。 

中川庶務係長  よろしいですか。 

國 分 委 員 長  はい。 

中川庶務係長  庶務係長です。当日配付資料の、公民館の中長期計画の詳細スケジュ

ールをもう一度お出しいただけますでしょうか。 

國 分 委 員 長  開催日か。 

中川庶務係長  はい。来年度、平成３１年度の公運審の開催日程について、そろそろ

少し詳細なスケジュールを詰めたいなと考えております。今現在、公運

審は開催月の第３木曜日午前中に開催しておりまして、平成３１年度も

この形式で、基本的に開催月の第３木曜日、午前１０時から１１時半ま

でを考えておりますが、それでは困るという方は、今いらっしゃいます

でしょうか。大丈夫でしょうか。 

 であれば、この詳細スケジュール案に書かせていただいたとおり、そ

れぞれ日程は４月１８日木曜日、５月１６日木曜日、７月１８日木曜日、

最後に８月２２日木曜日ということで、皆さん、ご予定よろしいでしょ

うか。お願いいたします。 
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西村公民館長  今、中川のほうからご説明させていただいた日程なんですけれども、

場所については、基本こちらのほうで予約を押さえていきたいなと思う

んですが、場合によっては、来年評価で東と北にはまた行っていただく

んですけれども、私としては、せっかくなので、やっぱり他の公民館で

も開催したいと思っています。ただ、利用団体さんのところに入ると迷

惑をかけたりするので、その辺は使っていない時間帯等がこの日にちで

合えば、公民館でも開催させていただきたいなと思っておりますので、

その辺もご了承いただければと思います。 

 以上です。 

畠 山 委 員  よろしいですか。私の要望としては、小金井市は広いですから、公民

館はいっぱいあるわけですよね。この第二庁舎の会議室は一番新しくて、

フラットで利用しやすいのは利用しやすいんです。公民館になっちゃう

と、今度は本館でやるんですか、東分館でやるんですか、緑館でやるん

ですかと、その都度ばらばらになってしまうとスケジュールがなかなか

立てにくい部分があるんです。その辺のことを考慮していただければと

思います。 

西村公民館長  公民館長です。そうですね。本館でやるのもいいと考えています。そ

の辺はまた、あまり雑多にならないようには考えたいと思います。 

畠 山 委 員  事前に予定表を出していただければと思うんですが。 

國 分 委 員 長  やっぱり前にも菅沼さんとかから出ていましたけれども、公民館でや

ったらどうかというのはありましたので、それは入れていただいたほう

がいいかなと思いますが、よろしいですか。ちょっとお住まいの関係で、

多少遠くなるところが出てくるかもしれませんが。 

菅 沼 委 員  私の意見を言えば、國分さんが言われたとおりです。基本的に、例え

ば貫井南分館なんて行ったことありますかと委員の方に言ったら、行っ

たことない人がいるでしょう。そういう状態で公民館全体を議論したっ

てしようがないじゃないかと。だから、私はそういう意味で、年に１回

ぐらいはそれぞれの公民館を訪れるチャンスをつくったらどうかなと。

それがこの機会がいいんじゃないかなと思って、この前も提案をしまし

た。今でも意思は変わっておりません。 

國 分 委 員 長  ということなので、館長のご意向もありましたので。 

西村公民館長  そうですね。ぜひ公民館でと思いますが、畠山さんがおっしゃったよ

うに、ちょっとあまり交通の関係がというのがあるので、その辺はこち

らで調整させて、また。 

畠 山 委 員  調整してください。 

國 分 委 員 長  では、よろしくお願いします。じゃ、一応スケジュール案ということ

で、皆さん。 

中川庶務係長  じゃ、続けてよろしいですか。 

國 分 委 員 長  はい。 

中川庶務係長  続けて、庶務係長です。またスケジュール案を見ていただきたいんで

すけれども、本日は１１回目ですが、１２回目といたしまして、１１月

１５日に三者合同会議を開催予定となっております。これは急遽皆様に
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お伝えすることになりまして、大変申しわけないんですが、もともとの

予定は１１月２２日だったんです。ただ、１１月２２日は通常どおりの

公運審の形で開催させていただいて、中長期計画について時間を使いた

いと思っておりまして、１１月１５日に三者で集まって、交流を持ちつ

つ、外部の先生をお呼びして、また少し講義というか、何かレクチャー

を受けようということを企画しておるようですので、１５日に、急では

ありますけれども、ご予定合う方は、三者合同会議にご出席いただけれ

ばと思います。 

國 分 委 員 長  時間……。 

中川庶務係長  時間は１０時から１１時半を予定しております。 

國 分 委 員 長  午前ですか。 

中川庶務係長  午前です。場所は８０１会議室、この会場を予定ということになって

おります。どういう先生が来られるかとかがまだ決まっていないような

ので、決まり次第、皆様にお伝えしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

國 分 委 員 長  では、よろしくお願いします。 

畠 山 委 員  前回、１０月２日は合同研修会ということでやられましたよね。研修

会は研修会なんですけれども、小金井市の歴史についてやった。今度の

場合は三者の協議ですよね。 

國 分 委 員 長  今度は違います。いつものやつ。この間の三者は行政が入っていたん

ですよね。 

畠 山 委 員  この間のは研修会だったね。今度の場合は会議ですよね。 

中川庶務係長  庶務係長です。そうなんです。畠山委員にこの間ご出席いただいた三

者は、三者は三者でも、企画実行委員、公民館運営審議会委員、それか

ら、職員の三者です。 

畠 山 委 員  そうですね。 

中川庶務係長  次回の１１月１５日の三者は、図書館、社会教育委員、公運審の三者

で、三者違いなんです。なので、ちょっと違う企画だと思っていただけ

ればと思うので。 

畠 山 委 員  そうですか。 

國 分 委 員 長  従来やられていたやつですよね。 

畠 山 委 員  昔からね。 

國 分 委 員 長  ええ。この間のが、ちょっと違う。 

中川庶務係長  になります。 

國 分 委 員 長  ということです。じゃ、１１月１５日、参加される方は、ぜひ。 

中川庶務係長  よろしくお願いいたします。 

國 分 委 員 長  もう１つ、何か。 

中川庶務係長  続けてよろしいでしょうか。それでは、当日配付資料のうち、意見・

提案シートというものがありますので、ごらんになっていただけますで

しょうか。 

 意見・提案シートがどういうものかと申しますと、小金井市全体で、

市民の方との協働に力を入れたいという考えを持っているのですが、い
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ろんな課で、審議会ですとか委員会を持っております。たまに傍聴の方

がいらっしゃることがあります。傍聴の方は、基本的には発言はできな

いことになっているんですけれども、せっかく聞いていただいて、何か

言いたいことがあるという方もいらっしゃるだろうということで、意

見・提案シートを傍聴に来られた方にお配りし、何か言いたいこととか

提案事項があったら書いていただいて、事務局に出していただいて、時

間が間に合えば、次回委員会で参考資料として皆さんにお配りするとい

うことを試みたいということで、いろいろな審議会で、徐々に配るよう

になってきているものでございます。 

 我々の公民館運営審議会でも、これを配るかどうか、一応皆様にお諮

りしたいなと思って、今日、参考で持ってまいったものになります。 

 参考ですけれども、社会教育委員の委員会では、こちらの配付を開始

したと聞いております。 

國 分 委 員 長  別に問題ないですよね。 

畠 山 委 員  委員長、いいですか。傍聴人が、例えば参加していたときのために、 

参加した人の意見を傍聴人から聞くわけですよね。 

國 分 委 員 長  そうですね。 

中川庶務係長  はい。 

畠 山 委 員  一般市民じゃなくて。傍聴人が参加していなければ、あまり意味がな

い話になってしまうんですよね。 

中川庶務係長  誰か来られたら、その方に渡すという感じです。 

菅 沼 委 員  それでいいんじゃない。 

國 分 委 員 長  別に問題ないですよね。 

菅 沼 委 員  ないです。 

國 分 委 員 長  拒否する理由もないですよね。 

中川庶務係長  問題なし。 

國 分 委 員 長  じゃ、よろしくお願いいたします。よろしいですか。 

吉 冨 委 員  審議会の開催について、一般の市民がわかるようになっていますか。 

中川庶務係長  そうですね。市報等にも掲載されています。 

吉 冨 委 員  傍聴できることも伝わっているんですよね。あまりいらっしゃらない 

ですが。（笑） 

國 分 委 員 長  いや、わからないと思いますけどね。 

吉 冨 委 員  今日開催されていることも、あまり皆さん知らないんじゃないかと。 

中川庶務係長  庶務係長です。毎回市報には、直近で開かれるいろんな審議会が一覧

で載ってはいるんですけれども。 

吉 冨 委 員  いろんな会議が載っているようでしたら、よほど興味ある人じゃない

と。 

中川庶務係長  午前中開催ということも影響があるかも知れません。勤務があって、

皆さん忙しいからなかなか来られない方もいるのかなとは思っており

ます。 

國 分 委 員 長  公開はしているということですね。 

中川庶務係長  そうです。傍聴者が来たこともあると前任者に聞いております。 
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國 分 委 員 長  そうですね。 

杉 山 委 員  一度傍聴があったと思います。 

國 分 委 員 長  杉山さん？ 

杉 山 委 員  いえ、公民館運営に関心のある方だったような。 

國 分 委 員 長  議員の方とかは多いですね。 

中川庶務係長  いらっしゃるとすると、議員の方がいらっしゃると思います。 

菅 沼 委 員  来てもらうぐらい関心を持っておられてありがたい。 

國 分 委 員 長  そうですね。 

菅 沼 委 員  来ないというのは、むしろ問題。 

國 分 委 員 長  来て頂くようにしなきゃいけないです。 

菅 沼 委 員  関心がないと、市民が。 

國 分 委 員 長  一応、じゃ、これはオーケーということで。 

菅 沼 委 員  はい。オーケーで。 

中川庶務係長  ありがとうございます。私からは以上です。 

國 分 委 員 長  あと、その他で、ほかにないです？ 

西村公民館長  ええ。こっちは終わりです。 

國 分 委 員 長  そしたら、科学の祭典を９月２３日にやりまして、大変お世話になり

ました。特に平野さんは、当日はだめだったんですけれども。 

平 野 委 員  当日は参加できなくてすいません。 

國 分 委 員 長  いいえ。重要な案を出していただいて、大成功に終わり。 

平 野 委 員  よかったです。 

國 分 委 員 長  菅沼さんは、いろいろポスターも書いていただいて。そういうのがあ

りましたので、お礼と……。 

西村公民館長  報告をするところまで一応会議でと。皆さん、その後何かいろいろ話

すんであれば、そこで。 

國 分 委 員 長  一旦、じゃ、菅沼さんの資料が出ていますので、これを。 

菅 沼 委 員  じゃ、いいですか、ここで。 

國 分 委 員 長  はい。発表していただいて。 

菅 沼 委 員  先ほどの都公連の資料の後ろに２枚資料がついていると思うんです

が、２０１８年青少年のための科学の祭典雑感、来年委員がかわる可能

性がありますので、来年に対して残しておいたほうがいいだろうという

ので、一応書きました。 

 上の３行ぐらいはいいですかね。昨年度は１万３５０人、今年は１万

をちょっと割ったという、その後の報告が来ていました。公運審の委員

からは、國分さん、渡邉さん、髙橋さん、杉山さん、酒井さん、そして

私が参加しました。 

 今年は、テーマは「昔遊びの科学」でよかったので、従来のブンブン

ごまとストロー笛に対して、さらにこういうこまをつくろうということ

で、新しい試みでやりました。結構これは皆さん盛況で、大分寄ってき

ました。そのときに保護者から、重力計測器が何をやっているのかわか

らないと言われまして、形の違うところで２つ線を結んで重心を求めれ

ば、そこがこまの中心になると。軸をつくれば回るようになるという重
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心を求めているんですよという話をしました。それで納得されたわけで

すが、来年は、上記のような内容の手順書というか、何でこんなことを

やっているのという、それが科学ですから、そのあたりを簡単に書いた

らどうかなということと、それから出展は、ブンブンごまとストロー笛

は、非常に毎年定着しているので、これもいいんじゃないかなと。今回

のこまもよかったので、とりあえずこの３つぐらいあれば、来年はいい

んじゃないのかなという気がしました。 

 それから、その次に１枚手書きで書いていますが、会場はＳ棟１０６

を使いました。全体的には、図書館エリア、社会教育エリア、そして公

民館エリアということで、半分ぐらい公民館で使わせてもらいました。

一応上のほうにポスターと書いていますが、今年は公民館のＰＲのポス

ターを５枚貼りました。公民館エリアとして机を並べて、ストロー笛、

こま、ブンブンごまで配置しまして、例えばブンブンごまが多いときは、

こまのほうまでブンブンごまをつくる人を並べて作らせたということ

で、我々は、この配置が融通がきいてよかったんじゃないかなと。それ

から、前に公運審でこれをやっていた方も、以前よりも今回はすっきり

配置ができてよかったんじゃないかなという話をされましたので、こん

なことを来年も考えたらいいのかなと思います。 

 それから、３番目に会場机上の標識、机の上にストロー笛、ブンブン

ごま、こまという柱を立てました。何をやっているかがすぐわかるよう

にしたので、これもまあまあよかったんじゃないかなと思いました。 

 公民館の紹介のポスターを貼りましたが、資料は１００部用意したん

ですが、５０部ぐらいが消化されたということで、むしろ後半はこっち

から配って渡したという感じになっていますが、一応ああいうものをつ

くっておくのはいいんじゃないかなと思いました。 

 二、三の人から話がありまして、例えば三鷹むかし遊びの会世話人の

方が来ておられまして、こういう昔遊びのことを三鷹でもいろんな会合

でやっているんだよと、市民のボランティアでやっているよという話を

されて、非常に子供たちが喜ぶし、こういうことをどんどんやったらい

いんじゃないのかなという意見をされていました。あと、学芸大出身の、

和光学園の学校の先生がおられまして、活動ポスターを見られながら、

こういうことをやるといいですねという話と、最近公民館も非常に環境

が厳しくなっちゃって困っちゃっていますね、大変ですねとか、そのよ

うな話をしまして、そのような話が来た人で出てくると、またいいなと

いうことです。 

 あと、多摩技術高等学校の高校生スタッフ４人と、それから緑中のス

タッフが１名来て協力してくれました。彼らがほとんどやってくれて、

ありがたい、来年もぜひ欲しいなという気がしますので、よろしくお願

いします。 

 そんなのが私の感想です。これがそのブンブンごまね。こういうのを

つくって、みんな持って帰りましたということです。 

 以上です。 
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國 分 委 員 長  ありがとうございます。菅沼さんは、例のストロー笛とか分野別の柱

もつくっていただいたり、いろいろありがとうございます。平野さん、

ほんとうにありがとうございます。 

畠 山 委 員  委員長、いいですか。 

國 分 委 員 長  はい。 

畠 山 委 員  子供を対象にしてこういうことをやっておるんですけれども、基本的

にはポスターですよね。菅沼委員がこうやってつくりましたけれども。 

國 分 委 員 長  ああ、公民館活動。 

畠 山 委 員  あのポスターを見て、要するに今まで公民館をあまり理解していない

人が子供と一緒に来るわけですから、ポスターを眺めながら、あ、公民

館ってこんなこともこんなこともやっているんだということを理解し

てもらって、公民館のいろんなイベントにも参加していただくと。要す

るに、子供は子供ですけれども、一緒に同伴してくる大人の人たち、高

齢者は公民館を利用しますけれども、若い人はあまり利用してこないで

すよね。お子さんのお母さん、お父さん、この人たちが見て、ああ、公

民館ってこんな活動をしているんだと、じゃ、参加してみようという形

になっていけば、もっと中年層、若い層が公民館を利用するんじゃない

かなと。だから、せっかくああいう形でやるんでしたら、やっぱりそう

いう市民にアピールするようなポスター、私は、この菅沼委員のポスタ

ーはいいと思います。あれをもうちょっとシンプルにわかりやすくして

いけば、もっといいかなと思いました。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。なかなかそっちを見ている暇はないみたいな

感じで進んでしまいますけれども、でも、見ている人は見ていると思う

ので。 

畠 山 委 員  見ていますよ。 

國 分 委 員 長  確かに、もっとシンプルでもいいのかなと思うけれども、それ以上省

略できませんよね。 

菅 沼 委 員  来年、今年のポスターをお渡ししますから、誰かシンプルに作ってく

ださい。 

國 分 委 員 長  いろいろ皆さんのご協力がないとできないことなので、ほんとにあり

がとうございました。 

 あと、一応科学の祭典について、もうちょっとやりたいですけれども、

一旦会議としては、これで終了ということで、会議は終了いたします。

どうもありがとうございました。 

―― 了 ― 

 


